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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の当社第28回定時株主総会において承認可決されました「当社の取締役及び

監査役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件」、「当社子会社の取締役及び監査

役、並びに当社及び当社子会社の従業員に対してストック・オプションを発行する件」に基づき、

株主総会後に開催されました取締役会において、具体的発行内容を下記のとおり決議いたしまし

たのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．新株発行件の割当日 

平成20年７月７日 

 

２．発行する新株予約権の総数 

7,708個 

( 当社取締役及び監査役 625個 

当社子会社の取締役及び監査役、並びに当社及び当社子会社の従業員7,083個 ) 
３．新株予約件についての金銭の払い込みの要否 

金銭の払い込みを要しない 

 

４．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式 770,800株 

( 当社取締役及び監査役 62,500株 

当社子会社の取締役及び監査役、並びに当社及び当社子会社の従業員708,300株 ) 
 



５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

未定 

〔行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という｡)の属する月の前月の各

日(取引が成立をしない日を除く｡)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値

(以下「最終価格」という｡)の平均値に1.05を乗じ、１円未満の端数を切り上げた金額ま

たは新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日

の最終価格)のいずれか高い方の金額とする。〕 

 

６．新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 

未定 

 

７．新株予約権を行使することができる期間 

平成22年７月１日から平成24年６月30日まで 

 

８．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

〔新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算

規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結

果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。〕 

 

９．新株予約権の割当対象者数 

2,281人 

( 当社取締役及び監査役 21人 

当社子会社の取締役及び監査役、並びに当社及び当社子会社の従業員 2,260人 ) 
 

（ご参考） 

（１） 定時株主総会付議のための取締役会決議日   平成20年５月22日 

（２） 第27回定時株主総会の決議日         平成20年６月27日 

 

 

以 上 

 

 


